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レビ記 ４章           「罪のためのいけにえ」      2006.8.20  赤羽聖書教会主日礼拝 

１．ついで主はモーセに告げて仰せられた。 

２． 「イスラエル人に告げて言え。 

    もし人が、主がするなと命じたすべてについてあやまって罪を犯し、その一つでも行なった場合、 

３．  もし油そそがれた祭司が、罪を犯して、民に罪過をもたらすなら、 

    その人は、自分の犯した罪のために、傷のない若い雄牛を、罪のためのいけにえとして主にささげなければならない。 

４．  その雄牛を会見の天幕の入口の所、主の前に連れて来て、 

    その雄牛の頭の上に手を置き、主の前にその雄牛をほふりなさい。 

５．  油そそがれた祭司はその雄牛の血を取り、それを会見の天幕に持ってはいりなさい。 

６．  その祭司は指を血の中に浸し、主の前、すなわち聖所の垂れ幕の前に、その血を七たび振りかけなさい。 

７．  祭司はその血を、会見の天幕の中にある主の前のかおりの高い香の祭壇の角に塗りなさい。 

    その雄牛の血を全部、会見の天幕の入口にある全焼のいけにえの祭壇の土台に注がなければならない。 

８．  その罪のためのいけにえの雄牛の脂肪全部を、それから取り除かなければならない。 

    すなわち、内臓をおおう脂肪と、内臓についている脂肪全部、 

９．  二つの腎臓と、それについていて腰のあたりにある脂肪、 

    さらに腎臓といっしょに取り除いた肝臓の上の小葉とを取り除かなければならない。 

１０． これは和解のいけにえの牛から取り除く場合と同様である。 

    祭司はそれらを全焼のいけにえの祭壇の上で焼いて煙にしなさい。 

１１． ただし、その雄牛の皮と、その肉の全部、さらにその頭と足、それにその内臓と汚物、 

１２． その雄牛の全部を、宿営の外のきよい所、すなわち灰捨て場に運び出し、たきぎの火で焼くこと。 

    これは灰捨て場で焼かなければならない。 

 

１３． また、もしイスラエルの全会衆があやまちを犯した場合、 

    集団はそのことに気づかなくても、 

    主がするなと命じられたことの一つでも行なって、罪に定められる場合には、 

１４． 彼らが犯したその罪が明らかになったときに、 

    集団は罪のためのいけにえとして若い雄牛をささげ、会見の天幕の前にそれを連れて来なさい。 

１５． そこで、会衆の長老たちは、主の前でその雄牛の頭の上に手を置き、その雄牛を主の前でほふりなさい。 

１６． 油そそがれた祭司は、その雄牛の血を会見の天幕に持ってはいり、 

１７． 祭司は指を血の中に浸して、主の前、垂れ幕の前に、それを七たび振りかけなさい。 

１８． 彼は、その血を会見の天幕の中にある主の前の祭壇の角に塗らなければならない。 

    彼はその血の全部を、会見の天幕の入口にある全焼のいけにえの祭壇の土台に注がなければならない。 

１９． 脂肪全部をその雄牛から取り除き、祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。 

２０． この雄牛に対して、彼が罪のためのいけにえの雄牛に対してしたようにしなさい。 

    これにも同様にしなければならない。 

    こうして祭司は彼らのために贖いをしなさい。 

    彼らは赦される。 

２１． 彼はその雄牛を宿営の外に運び出し、最初の雄牛を焼いたように、それも焼きなさい。 

    これは集会の罪のためのいけにえである。 

 



- 2 - 

２２． 上に立つ者が罪を犯し、その神、主がするなと命じたすべてのうち一つでもあやまって行ない、罪に定められた場合、 

２３． または、彼が犯した罪が自分に知らされたなら、彼はささげ物として、傷のない雄やぎを連れて来て、 

２４． そのやぎの頭の上に手を置き、全焼のいけにえをほふる場所で、主の前にそれをほふりなさい。 

    これは罪のためのいけにえである。 

２５． 祭司は指で、罪のためのいけにえの血を取り、それを全焼のいけにえの祭壇の角に塗りなさい。 

    また、その血は全焼のいけにえの祭壇の土台に注がなければならない。 

 

２６． また、彼は和解のいけにえの脂肪の場合と同様に、その脂肪を全部、祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。 

    祭司は、その人のために、その人の罪の贖いをしなさい。 

    その人は赦される。 

 

２７． また、もし一般の人々のひとりが、 

    主がするなと命じたことの一つでも行なって、 

    あやまって罪を犯し、罪に定められた場合、 

２８． または、彼が犯した罪が自分に知らされたなら、 

    彼は犯した罪のために、そのささげ物として、傷のない雌やぎを連れて来て、 

２９． その罪のためのいけにえの頭の上に手を置き、全焼のいけにえの場所で罪のためのいけにえをほふりなさい。 

３０． 祭司は指で、その血を取り、それを全焼のいけにえの祭壇の角に塗りなさい。 

    その血は全部、祭壇の土台に注がなければならない。 

３１． また、脂肪が和解のいけにえから取り除かれる場合と同様に、その脂肪全部を取り除かなければならない。 

    祭司は主へのなだめのかおりとして、それを祭壇の上で焼いて煙にしなさい。 

    祭司は、その人のために贖いをしなさい。その人は赦される。 

 

３２． もしその人が罪のためのいけにえのために、 

    ささげ物として子羊を連れて来る場合には、傷のない雌羊を連れて来なければならない。 

３３． その罪のためのいけにえの頭の上に手を置き、 

    全焼のいけにえをほふる場所で、罪のためのいけにえとしてほふりなさい。 

３４． 祭司は指で、罪のためのいけにえの血を取り、それを全焼のいけにえの祭壇の角に塗りなさい。 

    その血は全部、祭壇の土台に注がなければならない。 

３５． また、和解のいけにえの子羊の脂肪が取り除かれる場合と同様に、その脂肪全部を取り除かなければならない。 

    祭司はそれを祭壇の上で、主への火によるささげ物の上に載せて焼いて煙にしなさい。 

    祭司は、その人のために、その人が犯した罪の贖いをしなさい。 

    その人は赦される。 
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説教 
レビ記４章は「罪のためのいけにえ」について教えられます。 

それは、要するに、神の民である者が罪を犯した場合どうしたらいいかという解決についての教えです。 

 

神の民キリスト者といえども罪を犯します。 

私たちは、イエスさまを信じて永遠のいのちをいただき 

神の民とされたからといって、それでもう罪を犯さなくなるわけではありません。 

あるいは、罪を犯したからといって、もうそれでキリスト者でなくなるわけでもありません。 

キリスト者とは、罪を犯さない者ではなく、罪と戦う者です。 

たとえ罪は犯したとしても、 

それを見て見ぬふりせず、当たり前と思わず、 

あるいは自己弁護したり正当化しようとすることなく、罪は罪と認めてそれを悔い改めるのです。 

悔い改めてもう罪を犯さないよう全力を尽くすのです。 

 

旧約の律法であるレビ記にはそのことが記されています。 

罪を犯せばそれでもう神の民失格となり神さまから見捨てられてしまうのではなく、救済処置があるのです。 

それが「罪のためのいけにえ」をささげるということでありました。 

本来は罪を犯すことで神さまから見捨てられて滅びに至るところを、 

「罪のためのいけにえ」をささげることにより罪を贖われ、神さまとの交わりを回復するのでした。 

 

 

「罪のためのいけにえ」は四つの場合、 

（①「油注がれた祭司（大祭司）」、 

 ②「イスラエルの全会衆」、 

 ③「上に立つ者（指導者、権力者）」、 

 ④「一般の人々」） に分けて規定されます。 

 

まず、①「油注がれた祭司（大祭司）」が罪を犯した場合、最も高価な雄の小牛を捧げます。 

彼は民の上に立つ宗教的権威者であり、民の前に神の栄光をあらわす最も重い責任者でありました。 

しかし、それなのに、罪を犯したことで、「民に罪過をもたらす」と言われるほどの悪影響を与えたことになります。 

それで、罪の代価として最も大きな犠牲を払わなければならなかったのでした。 

当時の一般農民にとって牛一頭は一年分の収入に相当する代償でしたが、それほどの犠牲を払うことを要求されたのです。 

 

この大祭司というのは、言い換えるとイスラエル全体の宗教的な指導者です。 

ですから、今日、新約聖書の時代には、これは「牧師、監督、長老、この教会で言うと役員」ということになるでしょう。 

みことばをもって教会に仕える役職、役員のことです。 

彼らは教会に神のことばを伝え、それを行って、神の栄光をあらわさなければなりません。 

光栄な務めですが、しかし同時に人々に神の栄光をあらわすという極めて重い責任を担っています。 

イスラエル全体の信仰と霊性はほとんど彼らの肩にかかっていると言っても過言ではありません。 
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彼らがしっかりと人々に神の栄光をあらわして彼らを指導するならば、 

イスラエル全体がしっかりと神さまに従って、神さまから祝福を受けることができるでしょう。 

しかし、彼らが神さまの前に堕落して罪を犯すならば、 

その罪はイスラエル全体に及んで大きな影響をもたらし、確かに「民に罪過をもたらす」ことになるでしょう。 

ですから、彼らの責任は極めて重大なのです。 

それで、宗教的指導者である大祭司が罪を犯した場合には、極めて大きな罪の代価を払わなければなりませんでした。 

大祭司が罪を犯したら 

もうそれで救済処置がないということではありませんでしたが、 

むしろ、寛大な救済処置が神さまによって備えられてはいましたが、 

しかし、そのために払わねばならぬ犠牲は極めて大きいものであったのでした。 

それだけ重い責任を負わされたのです。 

 

 

次に、②「イスラエルの全会衆」が罪を犯した場合も、大祭司の場合と全く同じく、最も高価な雄の小牛を捧げました。 

なぜなら、イスラエルは「祭司の王国、聖なる国民」（出 19:6）であるからです。 

イスラエルは、その民族と国全体が、実は「世界の祭司」として世界に神の栄光をあらわす権威と責任を帯びていました。 

それなのに、罪を犯して神の栄光をあらわさなかった責任は極めて重いものです。 

それで、大祭司なみの「罪の代価」を支払わされたのでした。 

 

今日、 

私たち神権政治イスラエルのような国家に住んでいない者にとっては、全国民が罪を犯したと言ってもピンと来ません。 

国のことと自分の生活とは完全に別のもので関係ないという個人主義の中に住んでいるからです。 

でも、自分が関与していようがいまいが、「国家の犯罪」ということは今日でもあり得るのです。 

例えば、かつてナチスドイツが犯したユダヤ人大量虐殺、 

日本が犯した堤岩里虐殺、南京大虐殺はじめとするさまざまな戦争犯罪、 

アメリカの大規模空爆と原子爆弾による無差別大量虐殺等々......こういったものは、「国家による犯罪」です。 

そして、そこには、当然のこととして、 

最終的に戦争を決断する為政者の戦争責任あり、 

その直接戦争を遂行する軍部の責任あり、 

戦争により利得を貪る財界、資本家の責任あり、 

あるいはその思想的バックボーンと方法を提供した学者の責任あり、 

宗教的に支援した宗教者と宗教団体の責任あり、 

権力に阿って嘘偽りを報道し続けたマスコミの責任あり、 

兵役拒否するなどして抵抗することなく、 

むしろ挙国一致で護国必勝・武運長久を祈願して戦争協力した一般民衆の戦争責任があって、戦争がなされていくのです。 

みなさん、戦争というのは「国家による犯罪」です。 

一部の人だけによるものではありません。 

勿論、その中には、レビ記 4章で言われているように、大祭司の罪あり、為政者の罪あり、一般人の罪もあるでしょう。 

それぞれ責任の重さが違うことは事実です。 

でも、全体に責任があります。 
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それを遂行した権力者、そしてそれに抵抗しなかった国民全体に責任があります。 

「俺は知らなかった」と言っても責任があります。 

「そんなこと言ったって、あの時代とてもじゃないが抵抗できる状況じゃなかった」と言っても責任があります。 

「国家の犯罪」に与した責任があるのです。 

 

しかし、律法は、このような「国家の犯罪」にも救済処置があることを教えます。 

一度罪を犯してしまったら、もう二度と回復不能というわけではありません。 

回復する余地があるのです。 

「罪の代価」を支払って、また新たにやり直すことができます。 

それが「罪のためのいけにえ」です。 

そうして、取り返しのつかない犯罪を犯した国家にも希望があるのです。 

「いけにえ」の効力によって、希望があります。 

その国家自体には何の希望も無くても、「いけにえ」の効力によって「いけにえ」の力によって回復の希望があるのです。 

 

③「大祭司」、「イスラエルの全会衆」に続いて登場するのは「上に立つ者（指導者、支配者）」です。 

「上に立つ者（指導者、支配者）」が罪を犯した場合には、 

「大祭司」、「イスラエルの全会衆」の次に大きな罪の代価を支払わされます。 

彼らは、牛よりも安価だが、一般の人々のささげ物よりも高価な「雄やぎ」を捧げるよう命じられています。 

つまり、国を政治的に指導する者として、「上に立つ者」は「一般の人々」よりも責任がありました。 

しかし、注意しなければならないのは、確かに 

「上に立つ者」は「一般の人々」よりも責任があったけれども、でも「大祭司」よりは責任がなかったという点です。 

これは重要な点です。 

先週の預言者エリヤの話と共通するものがありますが、 

私たちは、「大祭司」よりも「政治家」の方が権力があり、世の中を動かし、神と人の前に責任があるように思います。 

でも、律法によればそうではありません。 

律法によればということは、すなわち神さまの目に、神さまの前にはそうだということです。 

神さまの前には、政治家よりも宗教家の方が責任があるのです。 

世の堕落に関して責任があるのです。 

世が祝福されているか呪われているかに関して責任があるのです。 

それほど「大祭司」の責任は重大なものであったのです。 

 

 

四番目に登場するのは「一般の人々」です。 

④「一般の人々」が罪を犯す場合には、これまた様々です。 

彼らが自分の犯した「罪の代価」としてささげなければならないのは、高価なものはやぎ、羊から、 

安価なものなら山鳩、さらには十分の一エパの小麦粉に至るまで（5章）、各々の財政状況、家計に応じて捧げました。 

最も貧しいささげ物である「小麦粉十分の一エパ」は、一日の食糧分に相当します。 

いずれにせよ、金持ちから貧乏人に至るまで、 

自分が罪を犯した時には自分の捧げうる精一杯の「罪の代価」を支払ったのでした。 
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ここで整理しておかなければならない点があります。 

「罪のためのいけにえ」のユニークな点は、 

いけにえの血を、全焼のいけにえの祭壇の土台に注ぐのみならず、祭壇の角に塗られなければならないという点でした。 

「上に立つ者」と「一般の人々」の場合には、全焼のいけにえの祭壇の角に、 

そして「大祭司」と「全会衆」の場合には聖所の中にある香の祭壇の角に、それぞれ塗らなければなりません。 

さらには、後者の場合、最も神聖な至聖所と聖所の仕切りの幕にも七たび振りかけなければなりませんでした。 

 

ちなみに、これら血を振りかけた所はすべて神さまがご自身の臨在をあらわす所と言うことができます。 

全焼のいけにえの祭壇に関しては、こう言われます。 

「これは、主の前、会見の天幕の入口で、 

 あなたがたが代々にわたって、絶やすことのない全焼のいけにえである。 

 その所でわたしはあなたがたに会い、その所であなたと語る。」 出エジ  29:42 

聖所の中の「香の祭壇」は契約の箱のある至聖所の最も手前にあるものですし、 

その至聖所と聖所の仕切りの幕はもうすぐその先は神の臨在なさる至聖所ということになります。 

つまり、全焼のいけにえの祭壇、香の祭壇、仕切りの幕とは、すべて神さまが御臨在の栄光をあらわされる所なのです。 

中でも、二つの祭壇の「角」は、祭壇の中で一番聖なる部分とされていました。 

そこにいけにえの血を塗るということは、要するにそれら聖なる部分の汚れを洗い清めることを意味します。 

 

つまり、以上をわかりやすく解説するとこういうことになります。 

すなわち、人が罪を犯すことで、人自身も罪に汚れてしまうけれども、実は「聖所」も罪に汚れてしまうということです。 

元来、「聖所」とは、文字通り「聖い所」、すなわち「神さまの所有しておられる所」でした。 

神さまのものなのです。 

地上にあるけれども、神さまの側に存在しているものです。 

地上にある天国、天国の出張所、それが「会見の天幕」「聖所」でありました。 

しかし、その「聖所」は、人が罪を犯す時に、汚れてしまいます。 

一般人、権力者の場合には外の庭が、そして大祭司、全会衆の場合には聖所それ自身が罪に汚れてしまうのです。 

そうなりますと、聖所は神さまのものではなくなります。 

聖なるものとなることは神さまのものとなるということですから、 

それとは反対に、汚れるということは、神さまのものではなくなることを意味します。 

つまり、神さまご自身のものであった聖所が、 

汚れて、神さまのものではなくなるということは、 

神さまがもう御臨在なさらない、言わば神さまに見捨てられた所となってしまうことを意味します。 

 

「聖所」が清く文字通り「聖なる所」となり神さまのものである限りに於いて神と人は交流することができました。 

でも、人が罪を犯して、聖所が汚れてしまった時に、聖所はもう神の臨在と栄光をあらわす所ではなくなります。 

そうなれば、人はもはや神さまと交流することができなくなります。 

神に見捨てられて、そのままでは永遠に神と隔絶して滅びに至ります。 

 

それでは、一体どうすればいいのでしょうか。 

罪を犯した人間は、一体どうすれば神さまとの交わりを回復することができるのでしょうか。 
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そのためには、ただ一つの道しかありません。 

それが罪を犯した者が、神の怒りを受けて、滅びる、という道です。 

 

でも、そうなれば当然人は生きてはいられません。 

そこで、いけにえが必要になります。 

身代わりのいけにえの血が流されて、つまり殺されて、 

その殺された血を注ぎ、振りかけることで、罪の清算がなされるのです。 

身代わりのいけにえによる罪の贖いがなされます。 

そうして、聖所は再び清い聖なる所、神さまの臨在をあらわす所となり、神との交わりが回復するようになるのでした。 

 

 

以上のことを通して、私たちが学ばなければならない教訓は何でしょうか。 

私たちが罪を犯す時、聖所も汚れるという事実です。 

 

私たちが神さまを礼拝する礼拝所が汚れるのです。 

それで、もう聖所は神のものでなくなり、神の栄光をあらわさなくなります。 

神に見捨てられた状態に陥ります。 

どんなに祈っても、聖書を読んでも、讃美しても、礼拝しても、神さまの臨在に触れることができなくなります。 

 

その原因は何でしょうか。 

それは罪です。 

私たちの罪です。 

私たちの罪が私たちの神礼拝を妨げるのです。 

罪が私たちと神さまとの仕切りとなります。 

イザヤ書 59:1-4にはこうあります。 

「見よ。 

 主の御手が短くて救えないのではない。 

 その耳が遠くて、聞こえないのではない。 

 あなたがたの咎が、あなたがたと、あなたがたの神との仕切りとなり、 

 あなたがたの罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。 

 実に、あなたがたの手は血で汚れ、指は咎で汚れ、あなたがたのくちびるは偽りを語り、舌は不正をつぶやく。 

 正しい訴えをする者はなく、真実をもって弁護する者もなく、 

 むなしいことにたより、うそを言い、害毒をはらみ、悪意を産む。」 

 

この罪は、死をもって罰せらるべきものです。 

だから、この罪を贖うのは、 

ただ私たちの身代わりに罰せられる「いけにえ」の血によるのだ、 

私たちの身代わりのいけにえとなって十字架で神に罰せられ死なれたキリストの血によるのだ、 

このことを肝に銘じたいと思います。 
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そして、 

「罪のためのいけにえ」に於いて各々礼拝者が払わされる「罪の代価」とは、 

（それは、 高い代価を払うことで、 

 あるいは、日毎の糧を一日抜くことで、 

 いずれにせよ、自分のできる精一杯の犠牲を払うことで、） 

 キリストの十字架で流された血により罪贖われ、神との交わりを回復した、 

 そのキリストの犠牲というものを、自分が払う犠牲によって、身を以て味わうためのものなのです。 

 

ここに集う私たちひとりひとり、 

キリストの身代わりの十字架のいけにえによって罪贖われた喜びと感謝をもって、 

神さまの前に罪を悔い改めつつ、 

神さまの栄光を仰ぎ見ながら、自らの犠牲をもって神の栄光をあらわして生きていきたいと心から願います。 


